
追加接種 (３回目接種 )が始まっています！
新型コロナウイルスワクチン接種

　問合先　高石市新型コロナワクチンコールセンター☎（275）5226または、地域包括ケア推進課☎（267）1160

　新型コロナウイルスワクチンは2回接種によって高い効果が認められていますが、接種
後の時間経過とともに、ワクチンの有効性(抗体価など)が低下することが報告されていま
す。  そこで、国は3回目の追加接種を実施する方針を決定し、12月1日から医療従事者の方
への接種が始まっています。なお、追加接種についての最新情報は市ホームページ(右記
QRコード)をご覧ください。 

2回目接種を終了した18歳以上の人 -３回目接種時期早見表-

2回目接種の終了から原則8カ月
以上の間隔をおいて1回接種

対象者 

接種間隔  

2回目の接種を終了した日から、原則8カ月後の接種可能となる日までに
「クーポン券付き予診票」が自宅に届きます。

「クーポン券付き予診票」が届き次第、医療機関に接種の予約をしてください。
※集団接種の実施については、詳細が決まり次第お知らせします。

原則8カ月後に医療機関で接種を受けます。

３回目接種までの流れ

※「クーポン券付き予診票」が届く時期は、同じ年齢でも、個人ごとに異なります。
※２回目接種の終了から8カ月が経っても予診票付き接種券が届かない場合には
コールセンターにご連絡ください。
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新型コロナウイルスワクチンの3回目接種については、今後、国の決定や
ワクチンの供給状況により変更となる場合があります。

高石市　検索

令和4年
2月

令和4年
3月

令和4年
4月

令和4年
5月

令和4年
6月

3回目
接種可能月

令和3年
６月

令和3年
7月

令和3年
8月

令和3年
9月

令和3年
10月

2回目
接種終了月

▼ ▼ ▼ ▼ ▼

　３回目接種を希望する方のうち、２回接種完了後に高石市に転入した方や海外で２回接種した方
等は、高石市で接種記録の確認ができないため、接種券の発行申請が必要です。
申請方法
　市ホームページ(右上QRコード)から申請書をダウンロードし、必要事項を記入の上、郵送もしくは
地域包括ケア推進課の窓口まで提出してください。（申請書は地域包括ケア推進課窓口でも配布します）

- 次の方は３回目接種の発行申請が必要です -

※65歳以上の方は令和4年2月以降7カ月以上経過す
れば接種可能となります。
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